
　

八
雲
町
広
報
懇
話
会
は
、
よ
り

町
民
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
町
政
に

関
す
る
情
報
・
話
題
を
取
り
入
れ

た
広
報
紙
の
作
成
を
図
る
た
め
、

次
の
と
お
り
懇
話
会
を
開
催
し
ま

す
。

【
日
時
】
9
月
4
日
（
木
）

午
後
3
時
〜

【
場
所
】
役
場
議
員
控
室
（
3
階
）

【
内
容
】

・
委
嘱
状
交
付

・
座
長
、
副
座
長
の
互
選

・
広
報
や
く
も
に
関
す
る
こ
と

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

企
画
振
興
課
協
働
推
進
係

　

新
町
建
設
計
画
は
、
「
熊
石

町
・
八
雲
町
合
併
協
議
会
」
に
お

い
て
平
成
17
年
2
月
に
策
定
さ
れ

た
計
画
で
、
2
町
が
合
併
後
の
新

町
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
基
本

方
針
や
総
合
的
な
施
策
を
定
め
、

新
町
の
速
や
か
な
一
体
化
を
促
進

し
、
地
域
の
発
展
と
住
民
の
福
祉

の
向
上
を
図
る
た
め
の
方
針
を
定

め
た
も
の
で
、
市
町
村
合
併
推
進

体
制
整
備
費
補
助
金
（
合
併
補
助

金
）
や
合
併
特
例
債
な
ど
の
国
の

財
政
支
援
を
受
け
る
た
め
の
基
礎

に
な
る
計
画
で
す
。

 
 

国
の
財
政
支
援
措
置
の
一
つ
で

あ
る
合
併
特
例
債
に
つ
い
て
、

「
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
合
併
市

町
村
に
係
る
地
方
債
の
特
例
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
被
害

を
受
け
た
合
併
市
町
村
（
特
定
被

災
地
方
公
共
団
体
に
八
雲
町
該

当
）
に
あ
っ
て
は
合
併
特
例
債
を

発
行
で
き
る
期
間
が
合
併
年
度
及

び
こ
れ
に
続
く
「
10
年
間
」
で

あ
っ
た
も
の
が
「
20
年
間
」
に
延

長
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

 
 

合
併
後
の
地
域
全
体
の
発
展
、

地
域
住
民
の
福
祉
向
上
を
図
る
た

め
、
引
き
続
き
建
設
計
画
に
基
づ

く
合
併
特
例
債
の
財
政
措
置
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
町
建
設

計
画
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

【
意
見
の
募
集
期
間
】

　

8
月
1
日（
金
）〜
9
月
1
日（
月
）

【
提
出
で
き
る
方
】

（
年
齢
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

②
住
所
を
有
し
て
い
な
く
て
も
、

　

町
内
の
事
業
所
で
働
い
て
い
る

　

ま
た
は
学
ん
で
い
る
方

③
町
内
で
活
動
す
る
法
人
、
団
体

【
留
意
事
項
】

　

意
見
の
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、

書
面
に
必
ず
、
住
所
、
氏
名
（
法

人
そ
の
他
団
体
の
場
合
は
、
名
称

及
び
代
表
者
名
）
、
電
話
番
号
を

記
載
願
い
ま
す
。
記
載
が
無
い
場

合
は
、
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
電
話
で
の
受
付
も
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。

※
個
人
情
報
は
、
本
件
の
内
部
管

理
の
み
に
使
用
し
ま
す
。
提
出
意

見
及
び
、
検
討
結
果
の
公
表
に
あ

た
っ
て
は
、
個
人
情
報
を
公
表
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
資
料
の
入
手
方
法
】

①
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ

　

ン
ロ
ー
ド

②
次
の
場
所
へ
の
備
付

・
行
財
政
改
革
推
進
室

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

【
提
出
先
】

①
書
面
の
持
参　

・
行
財
政
改
革
推
進
室

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

②
書
面
の
郵
送　

  

〒
0
4
9
│
3
1
9
2

 
 

八
雲
町
住
初
町
1
3
8
番
地　

　

行
財
政
改
革
推
進
室　

宛

③
フ
ァ
ッ
ク
ス

　

5

0
1
3
7
│
62
│
2
1
2
0

④
電
子
メ
ー
ル

　

k
ik

a
k
u
@

to
w

n
.y

a
k
u
m

o
.lg

.jp

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

行
財
政
改
革
推
進
室
推
進
係

八雲町自治基本
条例第12条の規
定に基づき、
会議を公開で
行います
皆様の傍聴を
お待ちして
います

八
雲
町
広
報
懇
話
会
を

開
催
し
ま
す

熊
石
町
・
八
雲
町　

新
町

建
設
計
画
の
変
更
（
案
）
に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
の
募
集
に
つ
い
て

八雲町自治基本

条例第14条の規

定に基づき、

町民皆様から

広く意見を

公募します

　町民の皆様の声を広く聞き、町民主体の自治を実現することを目的に、

平成22年4月1日に八雲町自治基本条例が制定されました。

　このコーナーでは各種審議会などの委員公募や会議の開催案内、パブリックコメントの実施

についてお知らせします。

八雲町自治基本条例コーナー
八雲町の「まちづくり」に

参加しませんか？

八雲町－自治基本条例・町民参加

詳しくは、各担当課へ問い合わせ

頂くか、町HPをご覧ください。
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